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2025年は「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となり，医療・
介護のニーズが急速に増大し，地域包括ケアシステムの構築を目指
した年である。
2000年に栄養士法の改正が行われ，管理栄養士の業務は従来の
調理・食事指導から，対象者の栄養状態を評価・判定して栄養管理・
栄養指導する専門職であること，すなわち視点が食物から人である
ことが明確にされた。そして2023年には，医療法施行規則の一部
改正が行われ，医療従事者の職種として栄養士・管理栄養士が追加
された。
一方，2010年の診療報酬改定以降，医療や福祉分野ではチーム
での取り組みが報酬評価の対象となり，NST／摂食嚥下／透析予
防／ICU等での早期栄養介入／経腸栄養管理／周術期，緩和／栄養
マネジメント／経口移行などのチームへ，管理栄養士の配置が必須
となった。2024年に行われた医療・介護・障害福祉報酬のトリプ
ル改定では，リハビリテーション・栄養・口腔連携体制が明示され，
入院後48時間以内にADL，栄養，口腔状態の評価を行い，ケア計
画を立て取り組む多職種連携の推進が具体的に示された。
本書は，今日の臨床栄養管理に必要な知識の習得を目指している。
編集にあたっては，「管理栄養士国家試験出題基準（ガイドライン）」
に準じて構成し，「管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュ
ラム」，「日本人の食事摂取基準（2025年版）」，診療・介護・障害
福祉報酬，各疾患ガイドラインを踏まえ，医療や福祉分野で活躍す
るために必要な知識・技術を網羅した。
なお，今回の五訂版の編集は，これまでお務めいただいた渡邉早
苗先生，松崎政三先生より，恩田理恵，調所勝弘が引き継いだ。執
筆も，教育や臨床現場で活躍されている先生を新たにお迎えした新
体制で，内容の充実を図った。管理栄養士・栄養士を目指す学生が
「臨床栄養」に関する知識を得る教科書として本書が広く使用され
ることを願いつつ，読者からのご批判・ご教示をいただきながらさ
らに修正を重ね，より使いやすい教科書にしたいと願っている。

2025年3月

 編著者一同

五訂版序
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本書は，2025（令和 7）年 3 月に，編者を渡邉早苗先生・松崎政
三先生より恩田理恵・調所勝弘が引き続き，さらに新しい著者を迎
えて，内容充実を図った五訂版を発行した。
しかしながら，この一年で複数の疾病ガイドラインが改訂され，
これに伴い内容の見直しおよび加筆修正が必要となった。そこで，
この度〔第 2版〕として発行することとした。
「脂肪性肝疾患」，「高血圧」，「慢性心不全」，「骨粗鬆症」，「サル
コペニア」，「筋萎縮性側索硬化症（ALS）」を，最新の情報（ガイド
ライン等）に基づいて内容を改めた。また，巻末資料の「診療報酬」
は，令和 8年度診療報酬改定を踏まえた最新のものとした。
五訂版と同様，読者からのご批判・ご教示をいただきながら，こ
れまで同様，より良い教科書になるよう願っている。

2026 年 4 月

編著者一同

〔第 2版〕の刊行にあたって
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1．意義と目的

1

臨床栄養の概念

臨床栄養管理とは，傷病者や要支援・要介護者の栄養状態を的確に評価・判定（栄
養アセスメント）し，身体の状況に見合った適切な栄養補給を行い，栄養状態を改善
することにより，疾病の発症を予防・治癒すること，QOL（quality of life：生活の質，

人生の質）の維持・向上を図ることである。また，効果的な栄養教育を行い対象者自
身の自己管理能力を育成することをマネジメントするプロセスである。

 1 ．意義と目的
 1 . 1 臨床栄養の意義と目的
臨床栄養の意義は，傷病者や要支援・要介護者への栄養ケア・マネジメントを行う

ことで疾患の予防，治癒促進や増悪・再発防止に寄与し，栄養状態を改善することで
ある。それには内部環境の恒常性維持と栄養支援を的確に行い，人体組成やバイタル
サインを知ることが重要である。
人体は受精した1個の細胞が分裂を繰り返し，約30～60兆個の細胞の集まりとして

誕生する（新生児）。細胞は新陳代謝を繰り返しながら成長に伴って組織を形成し，
栄養補給（食物）を受けながら寿命をまっとうする。人体は外見や体重の変化がみら
れなくても体内では物質の交代（代謝回転）が盛んに行われ，栄養素や体構成成分の
分解（異化，酸化）と合成（同化，還元）がほぼ同じ速度で進行している。
内部環境の恒常性維持とは，外部環境の変化があっても人体が安定して活動できる

ように，体内をつねに一定の状態に保っていることで，この恒常性を維持する作用を
ホメオスタシスという。手術後の身体的ケアは，ホメオスタシスを援助することが基
本となっている。細胞外液には恒常性維持作用があり，腎臓や肺などの諸器官が分担
して，体液成分や体温，血液のpH（水素イオン濃度）を一定（7.35～7.45）に保っている。
体内では物質が分解されるときに熱を生じるが，体温を一定に保つためにその熱は絶
えず身体の外に放散される。血液のpHが一定に保たれているのは，血液中の緩衝作
用（重炭酸塩による調節）や呼吸による炭酸ガスの排泄，腎臓での水素イオンの排泄に
よる。病態時にはホメオスタシスの乱れの原因を把握し，輸液や透析，酸素吸入など
で恒常性が維持される。
バイタルサインとは人が生きていることを示す証で，意識状態や対光反射の有無（瞳

孔散大），体温や呼吸数，脈拍，血圧などをいい，手術直後では頻回にバイタルサイ
ンが測定される。

第 1 章Ⅰ臨床栄養管理
総論



第Ⅰ部　第1章　臨床栄養の概念
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体温は午前6～7時ごろに最低値を示し，午後5～7時ごろに最高値を示すが，日内
差はわずかに1℃以内で，成人の体温は午前11時ごろから午後2時ごろでは36.5℃前
後である。体温が上昇して体重の2％の水分が減少すると喉の渇きを覚え，7～15％
の減少で精神状態が侵され生命が危険な状態になる。
呼吸は救急医療や全身麻酔で重要視される。安静時の呼吸数は通常，成人では深く

ゆっくりで15～20回/分（換気量7.5～10 L/分），新生児では肺胞の未発達により浅く
速いので40～55回/分（換気量0.6 L/分）である。体内の酸素不足や炭酸ガスの増加，
興奮や体温の上昇でも呼吸は速くなる。
脈拍は，新陳代謝が激しい新生児では成人の倍にも及ぶ。通常，成人では安静時で
60～80拍/分，ただし個人差が大きく喫煙や飲酒，精神状態，体位，疲労などさまざ
まな要因で変化する。
血圧は心臓の収縮によって押し出された血液が末梢の血管を押し広げる力（圧力）

で，通常はこの圧力を腕の動脈で測定して血圧としている。血圧は心拍出量や血管の
かたさ，心臓の収縮力に左右され変動する。一般には収縮期120～130 mmHg，拡張
期70～80 mmHgで，失血では低血圧が起こる。収縮期血圧が180 mmHg以上， 
90 mmHg以下のときは注意を要する。

 1 . 2 QOL（生活の質，人生の質）の向上
医療・福祉・保健の総合的な取り組みの中で，臨床栄養管理の目的は，何よりも当
人のQOLの向上であり，生活環境のノーマリゼーション＊の実現である。高齢者の
QOL向上には介護福祉施設，がんなどのターミナルケアにおけるペインコントロー
ルは緩和ケアで精神的サポートを重視した取り組みが行われている。さらに，障がい
者においても，社会的不利をできるだけ少なくするために，「障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）などによる福祉対策事
業による援助がある。さまざまな制度により傷病者や要支援・要介護者のQOLを向
上させる取り組みが行われているが，現状では十分とはいえない。障がい者に接する
場合，忘れてならないことは，「障害は不便ではあるが不幸ではない」（ヘレン・ケラー）
の言葉であり，障害に対する正しい理解や障がい者とのコミュニケーション手法（手
話，点字，車椅子者への介護技術など）を習得することは，今後，管理栄養士にとって
も必要になる。

＊ノーマリゼーション（normalization）：1960年代に北欧諸国から始まった社会福祉を
めぐる社会理念のひとつ。障がい者と健常者とは，お互いが特別に区別されることなく，
社会生活を共にするのが正常なことであり，本来の望ましい姿であるとする考え。
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 2 ．医療・介護保険制度の基本
 2 . 1 医療保険制度
医療保険は，国民の安心・安全な暮らしを保障するため，疾病に備えて国民が加入

する社会保険制度である。この制度の特徴は，① すべての国民が加入する国民皆保
険制度であること，② 現物給付（医療サービスの給付），③ 財源を保険料で求める社会
保障方式であることの3つである。国民皆保険制度は1961年に実現され，職業や年齢
などにより，被用者保険と国民健康保険，後期高齢者医療制度（75歳以上）に大別さ
れている（図Ⅰ-1-1）。

診療報酬とは，保険医療機関および保険薬局が，保健医療サービスの対価として保
険者から受けとる報酬である。その一部は患者が負担し，残りの部分は保険者から審
査支払機関を通して医療機関に支払われる。このしくみが診療報酬制度である（図Ⅰ
-1-2）。
診療報酬の額は，厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会（中医協）の議論を踏ま

え決定する。厚生労働大臣が「診療報酬点数表」に記載し公示するもので，原則2年
ごとに見直される。

 2 . 2 介護保険制度
高齢化が進む中，急激に増加する介護ニーズを社会全体で支える新たなしくみが必

要となり，2000年より介護保険制度が介護保険法に基づき策定され，社会保険制度方
式として導入された。2015年には，これまでの予防を重視したサービスに加え，介護
予防・日常生活支援総合事業の創設など，問題に合わせた基盤整備が進められてきた。

（大企業のサラリーマン）

被用者保険

医療保険制度

健康保険 健康保険組合連合会

（中小企業のサラリーマン）

全国健康保険協会

国家公務員共済組合

地方公務員共済組合

私立学校教職員共済組合

船員保険

共済組合

後期高齢者医療制度

（75歳以上および前
期高齢者で一定の障
害のある方）

国民健康保険

（都道府県・市町村国
保＋国保組合）

図Ⅰ- 1 - 1　医療保険制度の概要（厚生労働省資料）
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介護保険の運用は市町村単位で行われ，サービスの利用にあたって，まず被保険者
の要介護認定が必要である。認定は，認定調査員の訪問調査と主治医の意見書を基に
合議体（介護認定審査会）により介護度（表Ⅰ-1-1）を決定する。それにより，現物支
給（介護サービスの給付）を基本に保険給付が受けられる。財源は，40歳以上のすべ
ての国民を被保険者とし徴収した保険料と公費でまかなわれる。

介護報酬とは，事業
者が利用者に介護サー
ビスを提供した対価と
して介護保険から受け
取る報酬である。その
一部は利用者が負担
し，残りの部分は保険
者より事業者に支払わ
れる。このしくみが介
護報酬制度である（図
Ⅰ-1-3）。
介護報酬の額は，厚
生労働大臣が社会保障
審議会（介護給付費分科
会）の議論を踏まえ決
定する。原則3年ごと
に見直される。

日常
の
診療

①保険証の交付

③診療報酬の請求

保険者国民皆保険制

①保険料（掛金）の支払い

被保険者（患者）

②一部負担金
　の支払い

②診療サービス
　（療養の給付）

保険医療機関等
（病院，診療所，調剤薬局等）

保険医

審査支払機関
（社会保険診療報酬支払基金，
国民健康保険団体連合会）

審査

④審査済みの
　請求書の送付

⑤請求金額の
　支払い

⑥診療報酬の
　支払い

図Ⅰ- 1 - 2　保険診療の流れ（厚生労働省資料）

③サービスの
　提供

①要介護・要支援
　　認定の申請②認定

⑤介護給付費等の請求

被保険者（利用者）

サービス事業者 保険者（市町村）

④利用者の負担
（原則として介護報酬の1割分）

⑥介護給付費の支払い
（原則として介護報酬の 9割分）

図Ⅰ- 1 - 3　介護報酬支払いの流れ（厚生労働省資料）

表Ⅰ- 1 - 1　要介護度区分による介護サービス
要介護度区分 利用できるサービス

要
支
援
区
分

要支援1
社会的な支援が必要である状態 予防給付のサービス

要支援2

要
介
護
区
分

要介護1 部分的ではあるが，介護を要する状態

介護給付のサービス
要介護2 軽度の介護を必要とする状態
要介護3 中等度の介護を必要とする状態
要介護4 重度の介護を必要とする状態
要介護5 最重度の介護を必要とする状態
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 2 . 3 医療保険制度と介護保険制度における算定の基本
 （ 1 ） 算定の基本
  1 ） 医療保険における算定
診療報酬および薬価基準などの算定は，健康保険法に規定する保険医療機関に係る
療養に要する費用として，医科・歯科・調剤の3種類の診療報酬点数表により算定さ
れる。費用の額は，原則として1点の単価を10円とし，定める点数を乗じて算定され
る。一部，特別療養費や入院時食事療養費・入院時生活療養費は円建てとなっている。
  2 ） 介護保険における算定
介護報酬の算定は，介護保険法に規定する事業者のサービス（施設・居宅・地域密着

型など）ごとに設定されており，基本的に係る費用に加えて各事業所のサービス提供
体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される。費用の額は，原則として1単位の
単価を10円とし，1単位当たりの費用は事業者のサービス（一部を除く）の種類ごとに，
所在する地域等を勘案し8つの区分で設定されている。

 （ 2 ） 保険医療機関における管理栄養士にかかわる算定
  1 ） 入院時食事療養
①　入院時食事療養費制度　　入院時食事療養費は健康保険法により，診療報酬と

は別に，入院時における食事料を定めたものである。算定基準により，入院時食事療
養費（Ⅰ），（Ⅱ）に区分される。
②　届出および報告　　入院時食事療養費（Ⅰ）および特別メニューの食事の提供
をしている保険医療機関は，毎年7月1日現在で届出書の報告が必要である。また，
健康増進法に基づく特定給食施設である場合は，都道府県，保健所を設置する市ある
いは特別区に対して，月報などにより給食施設の状況を報告する必要がある。
③　入院時食事療養費の標準負担額　　厚生労働大臣が定めた標準負担額（表Ⅰ

-1-2）を患者が負担する。標準負担額を控除した
残りが保険者より給付される。なお特別メニュー
の食事の提供を受けた場合，その費用は標準負担
額と併せて患者負担となる。
④　入院時食事療養費の加算内訳　　入院時食

事療養費（Ⅰ）に伴う各種加算を食事療養の提供
により算定できる（制度の詳細および加算の内訳は資料18．p.260参照）。
  2 ） 基本診療および医学管理等の算定
入院基本料の施設基準の算定要件に栄養管理体制の確保が包括化されており，栄養

管理担当の常勤管理栄養士（有床診療所は非常勤で可）1名以上の配置を定めている。
また，管理栄養士が所定の条件を満たしチーム員として活動した際に算定される栄養
サポートチーム加算等，多くの医療チーム加算が設けられている。
栄養食事指導料は，医師の指示に基づき管理栄養士が厚生労働大臣の定める対象者

表Ⅰ- 1 - 2　入院時食事療養費の標準負担額（1食につき）
一　般 510円
低所得者（住民税非課税世帯など）
　入院90日目まで
　入院90日目以降
　　　　（過去1年間の入院日数）

240円
190円

低所得者世帯の老齢福祉年金受給権者 110円
2025年4月1日以降


